
個人情報ファイルの名称

実施機関の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第1号
(電算処理ファイル)

□法第60条第2項第2号
(マニュアル処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル
　　　　☑有　□無

備　　　考

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第24条により異議の申
出ができる

・住所・氏名・生年月日・性別
・転出情報（表示転出者のみ）

個人情報ファイル簿

選挙人名簿

選挙管理委員会

総務課  行政係

・投票事務
・裁判員の選定事務
・検察審査員の選定事務

多度津町で住民票が作成され、基準日時点で引き続き３カ
月以上住民基本台帳に記録されており、かつ、18歳以上の
日本国籍の者

基幹業務システム「Acrocity」より抽出及び作成する。
※作業は中讃広域行政事務組合において行われる。

有

なし

多度津町　選挙管理委員会　（総務課）
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
 0877-33-1110


